
   ○国立大学法人宮崎大学業績連動給与制教員業績評価規程 
 
                             令和２年 12 月 24 日 

制       定 
 

改正 令和４年９月 30 日 令和６年３月 29 日  
 
（趣旨）                     

第１条 この規程は、国立大学法人宮崎大学業績連動給与制教員給与規程（以下「業績連動

給与制教員給与規程」という。）第７条第２項に基づき、業績連動給与制教員給与規程の

適用を受ける教員（以下「業績連動給与制教員」という。）の業績給及び昇給の決定に当

たり実施する業績評価に関する事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程において｢部局｣とは、学部、工学教育研究部、研究科、学び・学生支援

機構、研究・産学地域連携推進機構、国際連携センター、多言語多文化教育研究センタ

ー、先端研究推進本部、先端研究推進本部の下に置く各センター、ＩＲセンター、安全

衛生保健センター及び情報基盤センターをいう。 

２ この規程において「業績評価」とは、各教員の業績を各部局の長及び学長が評価し、

その評価結果を適切に処遇へ反映するために実施することをいう。 

 

（評価の基準） 

第３条 業績評価は、部局において規定する「ＰＤＣＡ自己申告書（達成状況）」及び

「教員個人評価のための自己申告書」並びに「業績評価に係る業績シート（別紙様式

１）」（以下「業績書等」という。）を活用して行う。 

２ 教育研究活動等の評価項目は、「宮崎大学における教員の個人評価の基本方針」に掲

げる次の項目とする。ただし、各部局が独自の項目を定めた場合は、当該項目に加える

ことができる。  

 (1) 教育活動 

 (2) 研究活動 

 (3) 社会貢献活動 

 (4) 管理運営業務活動 

 (5) 診療業務活動 

 

（評価期間） 

第４条 業績評価は毎年実施し、評価の対象となる期間（以下「評価期間」という。）

は、原則として４月１日から翌年３月 31 日までの期間とする。 

 

（業績評価の対象） 



第５条 業績評価の対象となる者（以下「被評価者」という。）は、業績連動給与制教員

給与規程第４条第１項に規定する者とし、前年度の業績に対して評価を受けるものとす

る。 

２ 評価期間において、勤務実績がない者は評価対象外とする。ただし、当該期間の一部

において勤務実績がある者については、業績評価の対象とする。 

（評価区分） 

第６条 業績評価の区分（以下「評価区分」という。）は４段階（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ）と

し、その内容は別表１のとおりとする。 

２ 前条第１項の規定にかかわらず、令和３年４月１日以降に採用された被評価者の採用

された年度の評価区分は、「Ｂ」とする。 

３ 被評価者の総数に占める評価区分ごとの人数の割合は、別に定める。 

 

（業績評価の実施方法） 

第７条 被評価者（部局長を除く。）は、第３条第１項に規定する業績書等を４月 15 日

までに部局長に提出する。 

２ 部局長は、次に掲げる手順により業績評価を行う。 

 (1) 部局長は、被評価者から提出された業績書を活用して、業績評価を行う。 

 (2) 部局長は、前条の評価区分を基準にして評価結果を区分けする。 

 (3) 部局長は、評価区分の割合が前条第３項に示した割合と合致するように努めるもの

とする。 

 (4) 部局長は、必要に応じて、複数年の教員の業績を参考にすることができる。 

３ 部局長は、被評価者の評価結果を５月 15 日までに学長に提出するものとする。 

４ 部局長が被評価者の場合は、第１項の規定に準じて、学長に業績書を提出する。 

５ 学長は、勤務成績を考慮して全ての被評価者の業績評価について最終評価を行い、評

価区分を決定する。 

６ 前各項に定めるもののほか、評価の実施方法に関する必要な事項は、別に定める。 

 

（評価区分の通知及び評価結果の開示） 

第８条 学長は被評価者に対して、前条の評価結果を通知するものとする。 

２ 被評価者は、評価結果について、学長に評価の過程、基準等の開示を求めることがで

きるものとする。 

 

（不服申立て） 

第９条 被評価者は、評価結果に関して不服がある場合は、学長に対して再評価の申立て

を行うことができるものとする。 

２ 前項の規定に基づく申立ては、業績評価の結果が給与に反映されることを知り得た日

から起算して 14 日以内に行うものとする。ただし、当該期間内に申立てをすることが

できないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 

３ 被評価者は、再評価を申立てたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。 



４ 学長は、再評価に当たり被評価者から提出された業績書について、当該部局長に対し

て説明を求めることができるものとする。 

５ 学長は、第１項の再評価の申立てがあったときは、これを受けなければならない。 

６ 学長は、再評価に当たり特に必要と認める場合は、再評価委員会を設けることができ

るものとし、次に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 学長 

 (2) 学長が指名する理事 

 (3) 学長が指名する者（当該部局長を除く。） 

７ 学長は、業績評価の結果を再評価し、申立てを受けた日から 30日以内に不服申立人

に通知する。 

８ 再々評価は行わないものとする。 

９ 前各項に定めるもののほか、再評価の実施に関する必要な事項は、別に定める。 

 

 （業績給への反映） 

第１０条 業績給は、毎年６月１日及び 12月１日（以下「基準日」という。）の直近の

評価期間の評価結果を反映して支給する。 

２ 前項に定めるもののほか、業績給に関する事項は、別に定める。 

 

 （昇給への反映） 
第１１条 昇給日前１年間に勤務実績があり勤務成績の判定ができる者は、１月１日に基

本給を上位の号給に昇給させることができる。 
２ 昇給の区分（以下「昇給区分」という。）は５段階（ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ）とし、その

内容は別表２のとおりとする。 

３ 昇給区分は、昇給日前１年間の勤務成績（業績を含む。以下同じ。）を考慮して決定す

るものとする。 
４ 前３項に定める昇給日前１年間に第８条の業績評価の評価区分が「Ｃ」となった業績

連動給与制教員の昇給区分は、「e」とする。 

５ 昇給区分の決定は、職員給与規程第 17条を適用する。この場合において、同条中

「号俸」とあるのは、「号給」と読み替えるものとする。 

 

（守秘義務） 

第１２条 業績評価に関わる者は、業務上特に必要と認める場合を除き、被評価者の業績

評価の結果を他に漏らしてはならない。 

 

（雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、業績評価に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和２年 12月 24 日から施行する。 

 

附 則 



この規程は、令和４年 10月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 



別表１（第６条関係） 

 評価区分 

評価区分 業績評価の内容 

Ｓ 業績等が極めて優秀であった場合 

Ａ 業績等が優秀であった場合 

Ｂ 業績等が良好であった場合 

Ｃ 業績等が良好でなかった場合 

 

 

別表２（第１１条関係） 

 昇給区分 

昇給区分 勤務成績評価の内容 

a 勤務成績が極めて良好であった場合 

b 勤務成績が特に良好であった場合 

c 勤務成績が良好であった場合 

d 勤務成績がやや良好でなかった場合 

e 勤務成績が良好でなかった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式１ 

  年度 業績評価に係る業績シート（本人確認用） 
 
所属（       ）   
職階（           ）   氏名（           ） 
 
I. 教育研究活動、社会・国際貢献、管理運営業務及び診療業務における成果 

（研究者データベースから抜粋したものが自動入力される） 
例 
・著書、論文、学会発表、受賞、特許等 
・教育、社会貢献、管理運営、医療関連に入力のある基礎データ（件数あるいは時間数） 
 
※地域貢献については、III の欄に記載してください。 

 
II. 外部資金獲得状況 

（研究者データベースから抜粋したものが自動入力される） 
例 
【科研費】 
研究種目, 研究期間, 当該年度参加形態, 当該年度受入金額（円） 
基盤研究(C), 2018/04－2021/03, 分担者, 123,000 円 
【受託研究】 
受託研究区分, 相手先区分, 研究期間, 当該年度参加形態, 当該年度受入金額（円） 
病理組織検査, 民間企業, 2019/08-2019/08, 代表者, 123,000 円 
【共同研究】 
共同研究区分, 相手先区分, 研究期間, 当該年度参加形態, 当該年度受入金額（円） 
国内共同研究, 地方自治体, 2019/04-2020/03, 代表者, 123,000 円 
【その他使途の特定されていない間接経費を伴う外部資金】 
資金名称, 資金支給機関, 研究期間, 当該年度参加形態, 当該年度受入金額（円） 
厚生労働科学研究費補助金, 厚生労働省, 2018/04-2021/03, 分担者, 123,000 円 

 
III. 備考（自由記述）（DB上の「特記事項」への記載内容が自動入力される） 
・I、II 及び「特記事項」以外の当該年度の業績で、大学や地域への貢献度の高いものが

あれば理由を付して記載 
・間接経費が初期準備されていない外部資金の獲得実績やその他の教育研究活動等の特

筆事項 
・当該年度の研究業績や外部資金獲得としては記載できなかったが、次年度以降の業績 
につながる業務の進捗など 

※必要に応じて記載欄を拡げることができます。 
※記載内容に誤りある場合、あるいは追加事項がある場合には、３月３１日までに研究者デ

ータベースに入力してください。 
 


